
今後の審議事項について 

回数（開催日等） 審議事項等 出席予定者 

第 1回 

（５月１９日（木）） 

・第６次行政改革大綱（諮問） 

・第５次行政改革大綱に係る進捗報告 

・市財政の状況及び「長期財政見通し」 

・今後の審議事項 

・次回日程 

副市長 

総務部長 

財政課長 

財政課（事務局） 

第２回 

（６月１７日（金）） 

・生活保護の動向について 

・人件費及び職員（正規・非正規）のあり方 

・次回日程 

総務部長 

総務課 

財政課長 

生活支援課長 

財政課（事務局） 

第３回 

（７月２２日（金）） 

・補助金のあり方 

・委託料のあり方 

・第５次行政改革大綱に係る積み残し案件 

（アウトソース、人材育成計画、公共施設等総合

管理計画、地域担当職員制度、財政健全化計画、

枠配分予算制度） 

・次回日程 

総務部長 

財政課長 

財政課（事務局） 

第４回 

（８月１９日（金）） 

・行政区のあり方 

・小学校のあり方 

・保育所等のあり方 

・次回日程 

総務部長 

安全安心まちづくり課 

学校教育課 

子育て支援課 

財政課（事務局） 

第５回 

（９月１６日（金）） 

市役所１Ｆ大会議室 

・まとめ（答申） 

市長 

副市長 

総務部長 

財政課長 

財政課（事務局） 

第６回 

（２９年３月） 
・第６次行政改革大綱に係る進捗確認 

総務部長 

財政課長 

財政課（事務局） 
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